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議 題 
横浜市オープンイノベーション推進本部の設置について                

議 

事 

要 
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【次第】 

１ 本部長挨拶 

２ オープンイノベーション推進本部の設置について（資料１） 

３ 公民連携の事例紹介（資料２） 

４ 今後の進め方（資料３） 

 

【説明要旨】 

ICT や AI、IoT など先進技術の進展が著しい中で、市民サービスの向上や地域経

済活性化を図るため、横浜市官民データ活用推進基本条例の成立を受け、データ

活用や共創分野の施策を全庁横断的に検討・合意形成する場として、「オープン

イノベーション推進本部」を設置し、次の取組を進める。 

①同条例に基づく「横浜市官民データ活用推進計画」の策定及び推進 

②先進技術やオープンデータを活用した共創（公民連携）の取組の一層の推進 

推進本部には、政策局・総務局を中心としたデータマネジメントプロジェクトと 

政策局・関係区局を中心とした先進的公民連携プロジェクト（仮称）の２つのプ 

ロジェクトを設け、具体的取組を進める。 

しごと改革推進本部、共創フロントもあるので、屋上屋を重ねないよう進めてい 

く。また、情報共有は大切だが、形骸化がすることのないようにしていきたい。 

 

【主な意見等】 

・資料３で今後の進め方が示されているが、非識別加工について、推進本部では、

どの時期に検討を行う予定であるか。 

→国は検討を進めている。他方、官民データ活用推進基本法制定時に国会では、

官民データには個人情報は含まれないと答弁されている。このため、本市にお

いても当面は国の動きを見ながら検討を進めていくことになると考えている。 

・そのほか設置要綱の内容について質問あり 

 

 


